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金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数

190,334 5,335 283,457 8,804 224,921 8,987 333,647 13,209 283,433 11,772

１．ふるさと納税のこれまでの経過がわかる資料過去5年分

（単位：千円、件）

総務部　納税課

令和５年度
（11月末現在）

ふるさと納税　寄附額・寄附件数（年度別）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度



住民票の写し 253 17,192 4,354 159,842 10,786 143,566 18,973 128,689 36,430 109,370 38,550 37,461

印鑑登録証明書 151 10,517 3,055 101,186 7,420 100,019 12,456 80,603 24,062 69,308 26,954 25,647

課税（非課税）証明書 15 3,274 532 48,450 1,491 34,926 2,792 33,050 4,871 32,370 7,844 17,726

戸籍全部事項証明書 37 3,345 639 42,954 1,282 38,271 2,260 38,280 5,706 38,605 9,079 14,923

戸籍個人事項証明書 10 1,099 225 11,578 472 8,049 946 6,530 2,292 7,084 2,745 2,185

戸籍附票の写し 4 546 101 14,400 210 13,579 353 14,054 943 14,618 1,247 3,173

合計 470 35,973 8,906 378,410 21,661 338,410 37,780 301,206 74,304 271,355 86,419 101,115

（※１）コンビニは交付開始の平成31年3月3日以降の交付数 

　　　　窓口等は３月1日以降の交付数

（※２）令和5年10月31日時点

（※３）各年度の窓口等は各出張所、行政センター等を含む 

　　　　各年度の窓口等には郵送請求を含む　

令和5年度

（※2）

コンビニ コンビニ コンビニ コンビニ コンビニ窓口等

（※3）

窓口等

（※3）

（単位：件）

総務部　市民税課

市民部　　市民課

２.マイナンバーカードでのコンビニ交付開始からの交付数及び窓口等交付数がわかるもの（開始から直近まで）

窓口等

（※3）

窓口等

（※3）

窓口等

（※3）

窓口等

（※3）

各種証明書

コンビニ

平成30年度

（※1）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度



　３．乳児院・児童養護施設・障害児入所施設の在籍人数及び里親・ファミリーホームへの措置児童数

（令和4年4月1日、令和5年4月1日、令和5年10月1日）

4 6 6

里親 10

ファミリーホーム

11 14

22

子ども未来部　子ども支援課

児童養護施設 41 37 40

80 82 90

（単位:人）

障害児入所施設

計

6 8 8

19 20

令和4年４月１日現在 令和5年４月1日現在 令和5年10月１日現在

乳児院



４．一時保護児童の実績（令和3年度、令和4年度、令和5年度直近）

奈良県が実施した奈良市管内分

（単位:人）

備考

令和3年度

令和4年度

令和5年度11月末

一時保護児童

71

84

98

子ども未来部　子ども支援課



（単位:件）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

身体的虐待 116 120 173 178 160 177 191 259 257 311

ネグレクト 143 175 179 247 244 247 281 293 263 289

心理的虐待 191 250 273 418 409 429 448 538 570 635

性的虐待 4 4 2 3 4 9 4 7 6 3

計 454 549 627 846 817 862 924 1,097 1,096 1,238

５．児童虐待相談対応件数（相談種別）の実績（平成25年度～令和4年度）

子ども未来部　子ども支援課



６．奈良市子どもセンター（児童相談所）児童相談種類別受付件数（令和4年度）

子ども未来部　子ども支援課

（単位:件）

養護相談

（児童虐待含む）
障害相談 非行相談 育成相談 その他の相談 計

1,353434 754 59 49 57



７．太陽光発電設備導入可能性診断調査の対象施設予定一覧

環境部　環境政策課

番号 名称 番号 名称

1 大安寺小学校 26 済美バンビーホーム

2 東市小学校 27 大宮バンビーホーム

3 辰市小学校 28 東市バンビーホーム

4 帯解小学校 29 鶴舞バンビーホーム

5 富雄南小学校 30 伏見バンビーホーム

6 田原小学校 31 都跡バンビーホーム

7 柳生小学校 32 平城バンビーホーム

8 興東小学校 33 富雄北バンビーホーム

9 登美ヶ丘小学校 34 鳥見バンビーホーム

10 西大寺北小学校 35 辰市バンビーホーム

11 平城西小学校 36 六条バンビーホーム

12 大安寺西小学校 37 登美ヶ丘バンビーホーム

13 ならやま小中学校 38 大安寺バンビーホーム

14 朱雀小学校 39 西大寺北バンビーホーム

15 月ヶ瀬小学校 40 明治バンビーホーム

16 41 青和バンビーホーム

17 田原中学校 42 ならやまバンビーホーム

18 興東館柳生中学校 43 大安寺西バンビーホーム

19 二名中学校 44 朱雀バンビーホーム

20 平城中学校 45 三碓バンビーホーム

21 登美ヶ丘北中学校 46 済美南バンビーホーム

22 都跡中学校 47 あやめ池バンビーホーム

23 月ヶ瀬中学校 48 伏見南バンビーホーム

24 49 平城西バンビーホーム

25 飛鳥バンビーホーム 50 鼓阪北バンビーホーム
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番号 名称 番号 名称

51 佐保台バンビーホーム 76 伏見公民館

52 富雄第三バンビーホーム 77 平城公民館

53 二名バンビーホーム 78 京西公民館

54 佐保川バンビーホーム 79 富雄南公民館

55 椿井バンビーホーム 80 平城西公民館

56 左京バンビーホーム 81 興東公民館

57 富雄南バンビーホーム 82 中部公民館

58 東登美ヶ丘バンビーホーム 83 三笠公民館

59 帯解バンビーホーム 84 都跡公民館

60 85 春日公民館

61 月ヶ瀬バンビーホーム 86 二名公民館

62 柳生バンビーホーム 87

63 田原バンビーホーム 88 柳生公民館

64 興東バンビーホーム 89 飛鳥公民館

65 HOP青山 90 大安寺西地域ふれあい会館

66 HOPあやめ池 91 東里地域ふれあい会館

67 西部図書館 92 柳生地域ふれあい会館

68 月ヶ瀬公民館 93 伏見地域ふれあい会館

69 登美ヶ丘公民館 94 とみの里地域ふれあい会館

70 南部公民館 95 東市地域ふれあい会館

71 富雄公民館 96 西大寺北地域ふれあい会館

72 若草公民館 97 佐保地域ふれあい会館

73 登美ヶ丘南公民館 98 済美地域ふれあい会館

74 平城東公民館 99 辰市地域ふれあい会館

75 田原公民館 100 左京地域ふれあい会館
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番号 名称 番号 名称

101 佐保台地域ふれあい会館 126 西大寺分署

102 右京地域ふれあい会館 127 北消防署

103 朱雀地域ふれあい会館 128 月ヶ瀬行政センター

104 帯解地域ふれあい会館 129 東部出張所

105 月瀬地域ふれあい会館 130

106 青和地域ふれあい会館 131 青少年野外活動センター

107 佐保川地域ふれあい会館 132 勤労者総合福祉センター

108 都跡地域ふれあい会館 133 休日夜間応急診療所

109 明治地域ふれあい会館 134

110 中央体育館 135 湖畔の里つきがせ

111 中央武道場 136 月ヶ瀬梅の資料館

112 第二体育館 137

113 第二武道場 138 ボランティアセンター

114 弓道場 139 高の原自転車駐車場

115 南部生涯スポーツセンター 140 ワーケーションルームONOONO

116 西部生涯スポーツセンター

117

118 月ヶ瀬体育館

119 ならまちセンター

120 消防局第2庁舎

121 富雄分署

122 東部分署

123 月ヶ瀬分署

124 南部分署

125 佐保分署
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８ ガス冷却塔下シュート改修工事の詳細がわかるもの 

環境部 工場整備課 

 

ガス冷却塔下シュートは老朽化による耐火物

の脱落やシュートケーシングが腐食の経年劣

化による外気を吸い込む状態などの焼却能力

低下の影響が懸念されるため更新が必要 

１号炉ガス冷却塔下シュート改修工事 

北側面 

 

内部 

北側面 

東側面 南側面 

減温塔

触
媒
反
応
器

熱分解装置

混練押出成形機

ガ
ス
冷
却
塔

焼却炉

バ
グ
フ
ィ

ル
タ

空気予熱器



施設名 平成30年度 平成31年度/令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

8,542 8,771 6,673 9,024 8,893

3,163 2,808 2,928 3,082 2,873

305 223 55 172 290

440 240 0 20 20

13,260 11,559 7,600 14,466 14,903

(単位：人)



10.補正予算で提案されている「地方公共団体の基幹業務システムの標準化等に向けたシステム改修」について、
内容がわかる資料（共通基盤、総合税、住民情報）

 全国的に自治体が利用する基幹業務システムについては、国の提示する「標準仕様書」に基づき原則ガバメントクラウド上に構築される「標準準拠シ
ステム」に令和7年度末までに移行することになっています。

 標準準拠システムや、標準化対象外業務システムおよび関連するシステムについては、共通基盤システムによって円滑な連携が可能となります。その
ための作業を令和6年1月から開始する予定です。

〇共通基盤システムについて
 奈良市の基幹系業務システムでは、機能の重複実装を回避するため、共通機能（データ連携、印刷、監視など）を集約した、「共通基盤システ

ム」を運用しています（令和6年12月までの契約）。
 本システムは、標準準拠システムの円滑な連携を可能とするためガバメントクラウド上に一部機能を新たに構築するとともに、標準化対象外業務シ

ステムや関連するシステムとの連携のため、標準化後も必要最小限の機能で継続運用する必要があります。
 標準化対象業務システムが、令和7年1月から令和8年3月にかけて順次ガバメントクラウドへ移行していくための連携維持の役割も果たします。
〇補正予算の内容について
 下図右側の新たな共通基盤システムは令和7年1月の稼働を予定しており、開発期間を考慮し、令和5年度から作業着手する必要があります。

令和5年度は、データ連携の方法や、印刷や監視など継続機能の検討及び環境構築準備等を行います。→ 37,000千円
 令和6年度には詳細設計、構築、移行を行う予定であり、それにかかる費用については令和6年度予算で予算措置を行う予定です。

総合政策部 DX推進課
総務部 市民税課
市民部 市民課

住民情報
システム

総合税
システム

その他
標準化対象

業務
システム

データ
ベース

標準化対象

奈良市（庁内サーバ）

高齢福祉
システム

住宅管理
システム

その他システム

共通基盤
システム

標準化対象外

標準化前イメージ図（現在）

住民情報
システム

総合税
システム

その他
標準化対象

業務
システム

データ
ベース

標準化対象

奈良市（庁内サーバ）

高齢福祉
システム

住宅管理
システム

その他システム

標準化対象外

標準化後イメージ図

ガバメントクラウド ※標準準拠システム

専用
回線

令和5年度：要件設計
令和6年度：詳細設計、構築、移行

※住民情報、総合税以外のシステムは、令和7年1月
以降に順次ガバメントクラウド上に移行する予定

共通基盤
システム

共通基盤
システム
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１．共通基盤システムについて（DX推進課）



 全国的に自治体が利用する基幹業務システムについては、国の提示する「標準仕様書」に基づき原則ガバメン
トクラウド上に構築される「標準準拠システム」に令和７年度末までに移行することになっています。

 奈良市の総合税システムについては、標準化対応を統括しているCIO・DX推進課との協議により、令和６年
１２月末までに移行することになっています。

 そのための作業を令和６年１月から開始する予定です。

○補正予算の内容について
①現在の総合税システムをガバメントクラウドにシフトするための費用
デジタル庁のガバメントクラウド先行事業を活用して現在の総合税システムをガバメントクラウドに移行し様々な検証
を行うための費用及び標準化対応に向けた各種設定確認、データ移行方式を検証する費用。→５５，０００
千円
 令和６年４月以降にガバメントクラウド上で標準仕様総合税システムに移行する予定であり、そのための環境

設定及びデータ移行、各種テストなどの費用については令和６年度予算で予算措置を行う予定。

②関連システム整備のための費用
令和５年４月から標準仕様システムによる業務の進め方を検討。
その検討の中で市民サービスや業務の正確性・効率性を考えて機能の追加を行う必要があると考えられるものにつ
いて外付けシステムとして整備するための費用。→５４，０００千円（債務負担）
 具体的には①税業務においては多量のデータを処理する必要があることからデータ抽出・整備・突合させるため

の関連システム ②迅速なデータ検索のための関連システム ③様々な通知などを送付する必要があることから
柔軟にデータ出力を行うための関連システム などである。

２．総合税システムについて（市民税課）
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３．住民情報システムについて（市民課）

 全国的に自治体が利用する基幹業務システムについては、国の提示する「標準仕様書」に基づき原則ガバメント
クラウド上に構築される「標準準拠システム」に令和７年度末までに移行することになっています。

 奈良市の住民情報システムについては、標準化対応を統括しているCIO・DX推進課との協議により、令和６年
１２月末までに移行することになっています。

 そのための作業を令和６年１月から開始する予定です。

〇補正予算の内容について
標準仕様住民情報システムの構築を行うための費用 → 61,000千円

 標準仕様住民情報システムは令和7年1月の稼働を予定しており、開発期間を考慮し、令和5年度から作業着
手する必要があります。

 令和６年４月以降にガバメントクラウド上で標準仕様住民情報システムに移行する予定であり、そのための環境
構築などの費用については令和６年度予算で予算措置を行う予定です。
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１１．市立奈良病院において外来患者の土曜日休診となる診療科名および患

者数のこれまでの推移（10年間） 

健康医療部 医療政策課 

 

診療科名 H25年 H26年 H27年 H28年 H29年 H30年 
H31（R

元）年 
R2年 R3年 R4年 

R5年 

(1～11月) 

総合診療科 

（土曜日） 
1,107人 1,215人 1,200人 1,246人 1,093人 1,043人 1,029人 888人 597人 714人 380人 

小児科 

（土曜日） 
1,312人 1,435人 1,427人 1,405人 1,241人 1,252人 1,242人 768人 571人 590人 425人 

合計 

（土曜日） 
2,419人 2,650人 2,627人 2,651人 2,334人 2,295人 2,271人 1,656人 1,168人 1,304人 805人 

月平均 

（土曜日） 
202人 221人 219人 221人 195人 191人 189人 138人 97人 109人 73人 

一日平均 

（土曜日） 
47人 51人 51人 51人 45人 44人 44人 32人 22人 25人 17人 

※月平均は「合計／12か月（R5年のみ 11か月）」、一日平均は「合計／52週（R5年のみ 47週）」で計算。端数は四捨五入。 



１２.市営住宅において指定管理制度を導入可能な業務についての住宅課と指

定管理者の業務分担がわかるもの 

都市整備部 住宅課 

公営住宅の管理のうち、入居者の決定及び公営住宅の明渡し等は、公営住宅法において事

業主体である地方公共団体が行うこととされている。そのため、指定管理者の業務範囲は、

「行政判断が不要な機械的事務、事実行為」に限定される。 

管理事務の
内容 

公営住宅法において事業主体である地方公共団体が行うこととさ
れている事務 

行政判断が不要な機械的事務、事
実行為の例示 

入居に関す
る事務 

○入居者の募集（22条１項） ○募集行為、申込みの受付 

○特定入居（22条１項）  

○入居者の決定、借上げ公営の入居者に対する通知（25条１・２
項） 

○入居決定等の通知行為 

維持管理に
関する事務 

○修繕（21条） ○修繕行為 

○他の用途との併用の承認（27条３項） ○申請の受付、承認の通知行為 

○模様替え、増築の承認（27条４項） ○申請の受付、承認の通知行為 

同居者の居
住に関する
事務 

○中途同居者の承認（27条５項） ○申請の受付、承認の通知行為 

○入居者の死亡・退去時における同居者の入居承継の承認（27条
６項） 

○申請の受付、承認の通知行為 

明渡しに関
する事務 

①高額所得者に対する明渡しの請求（29条１項） ○請求の通知行為 

②高額所得者の明渡期限の延長（29条８項） ○申し出の受付、延長の通知行為 

③収入超過者に対する他の住宅のあっせん（30条１項） ○あっせん行為 

④不正入居者等に対する明渡しの請求（32条１項） ○請求の通知行為 

⑤借上期間満了に伴う明渡請求の事前通知（32条５項） ○通知行為 

⑥借上契約終了の場合の借地借家法34条１項に基づく通知（32条
６項） 

○通知行為 

⑦上記①又は③における収入状況の報告の請求等（34条）  

家賃に関す
る事務 

①家賃の決定（16条１項） 
 
 

○収入の申告の受付 
○決定家賃の通知行為 
○家賃の徴収行為 

②近傍同種家賃の決定（16条２項）  

③家賃の減免（16条５項）  

④敷金の徴収（18条１項） ○敷金の徴収行為 

⑤敷金の減免（18条２項）  

⑥家賃又は敷金の徴収猶予（19条）  

⑦収入超過者の家賃の決定（28条２項） ○収入の申告の受付 

⑧収入超過者の家賃の減免、徴収猶予（28条３項）  

⑨明け渡さない高額所得者に対する金銭徴収（29条７項） 
 

○決定金銭の通知行為 
○金銭の徴収行為 

⑩高額所得者の家賃・金銭の減免、徴収猶予（29条９項）  

⑪明渡請求を受けた不正入居者に対する金銭の徴収（32条３項）  

⑫明渡請求を受けた家賃滞納者等に対する損害賠償の請求（32条
４項） 

○決定金銭の通知行為 
○金銭の徴収行為 

⑬上記①、③、⑤、⑥、⑦、⑧又は⑩における収入状況の報告の請
求等（34条） 

 

（民間委託が不可能な範囲）               （民間委託可能な範囲） 

 

国土交通省「既存民間住宅を活用した借上公営住宅の供給の促進に関するガイドライン（案）」

を奈良市都市整備部住宅課にて一部修正（法改正に伴う条項番号の変更） 



13_今年度の公民館運営において公民館長の兼務（複数館担当等）の状況がわかる資料

教育部　地域教育課

公民館館長一覧

令和５年度　（令和５年４月１日現在） 令和４年度　（令和４年４月１日現在）

氏　名 氏　名

1 生涯学習センター
2 中部公民館
3 西部公民館
4 南部公民館 　 　
5 三笠公民館
6 田原公民館
7 富雄公民館
8 柳生公民館 （兼務：興東公民館長）
9 若草公民館
10 登美ヶ丘公民館
11 興東公民館
12 春日公民館
13 二名公民館
14 京西公民館
15 平城西公民館
16 伏見公民館
17 富雄南公民館
18 平城公民館
19 飛鳥公民館 　
20 都跡公民館
21 登美ヶ丘南公民館
22 平城東公民館
23 月ヶ瀬公民館 （兼務：田原公民館長） 　
24 都祁公民館 　 　

番号 公民館名



14　高の原自転車駐車場の施設概要と令和４年度駐車利用車種別日平均台数利用実績
環境部　環境政策課

（１）施設概要

施設名称

住所

供用開始年月

収容台数

459 940 471 280

59 320 129

32 - -

（２）駐車利用車種別利用実績（令和4年度）

施設名称

利用実績（日平均台数） 利用台数
※1

    　市内 市外
利用台数

市内 市外
利用台数

市内 市外
利用台数

市内 市外

　自転車 定期（１か月） 17 12 5 227 173 54 274 138 136 - - -

一時 6 - - 72 - - 52 - - 54 - -

　原動機付自転車 定期（１か月） 12 10 2 96 37 59 81 33 48 - - -

一時 1 - - 11 - - 7 - -  ※2          26 - -

　小型自動二輪車（125cc以下） 定期（１か月） 16 11 5 - - - - - - - - -

一時 1 - - - - - - - -   ※２ - -

計 53 406 414 80

※1 定期利用のみ市内・市外の利用区分がある。

※2 高の原第四自転車駐車場については、定期利用はなく一時利用のみ。また、原動機付自転車、小型自動二輪車（125cc以下）～大型自動二輪車（400cc超）の利用区分はないため、

　　　　それらの利用実績は原動機付自転車の実績に全て含めて表記している。

駐車利用車種及び車種別収容台数（内訳）

昭和60年11月 昭和60年11月 昭和62年4月 平成19年9月

550 1,260 600 350

70

自転車 自転車

原動機付自転車

小型自動二輪車（125cc以下）

　～大型自動二輪車（400cc超）

奈良市高の原第一自転車駐車場 奈良市高の原第二自転車駐車場 奈良市高の原第三自転車駐車場 奈良市高の原第四自転車駐車場

奈良市右京一丁目14番地 奈良市朱雀三丁目23番地 奈良市右京一丁目14番地 奈良市右京一丁目12番地

(稼働率) 22.9%(稼働率) 9.6% (稼働率) 32.2% (稼働率) 69.0%

自転車

原動機付自転車

小型自動二輪車（125cc以下）

自転車

原動機付自転車

-

奈良市高の原第一自転車駐車場 奈良市高の原第二自転車駐車場 奈良市高の原第三自転車駐車場 奈良市高の原第四自転車駐車場

原動機付自転車

-















































16.学校給食費のコストの変化が分かるもの（過去５年間） 教育部　保健給食課

【賄材料費支払実績額】 （単位：円）

年度 合計

H30 1,122,441,950

R1 1,052,408,860

R2 995,665,355

R3 1,130,039,961

R4 1,191,286,803



17．心のふるさと応援寄附促進経費の内訳

総務部　納税課

（単位：円）

令和５年度
当初予算

内　　　　訳

報償費 1,000,000 トラベルクーポン費

消耗品費 420,000 コピー用紙、のり、インク

印刷製本費 1,996,000 リーフレット、パンフレット作成

通信運搬費 4,253,000 受領証明発送、パンフレット発送

広告料 5,680,000 ネット広告、デジタルサイネージ、リーフレット設置

手数料 64,916,000 ポータルサイト(チョイス・楽天・ふるなび等）

委託料 237,020,000 ポータルサイト(さとふる)・中間事業者

計 315,285,000


